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） 町筆、ん 。

、 ３に

丁つの

林るびび次 限

１ の 目い

は度。松の

役に

次の町う

、次前よ

おりに安

とお場保

のと
置指

とはえを

り」備林

。略てす

る省い定

す、

を定 大に採で 字

し縦る

いすめ 津つ
てるる

はこ標
で期

上主が伐

以、と準

に係る以

筆にき齢

２伐
はも

い伐木の

つる立上

て採

日

示

、に別に

し覧当図

そ供

す のす

・に

面。３分

図るの部
平。

関茂る

び字限

及）
書沢）

係
類
を

該と
当の

、も
はの

北の

る
す
在
所
の。
木る

立す

て

村
町
市

、 １
１の末 ・ の次
広

示２ ４ 北先に町 の 地図
丁 ・ 海
道国す目

の 知有部
限３ ・ 。にの １ 事林分

堀次

覧予

に） ２ 図。 の のる

図すあ

の供で

そに定

、

森

び）、

及。旨

面るる

類
書法

係林

関
北和

を昭

す

のを当と

次種、の

海

な木。

にめ立る

図定該
す

分在

部。所

すいの

示

に

）村

。町

る市

限る

に

道
海１

産上

水以
ア

定木主主 定

所立

場指指

市
る
係
に

はと 施の伐伐

４

林保

イ

町立次務安

木 村間の部林

の山定

の 森伐と次治予

達示、 ・

林にお

す

３

、

分４５

也部の の
ア

主主 定

安所立

保場指指

はと 施の 予伐伐

定木 林
定

林

イ
支第

島律

渡法

道年

町立次務

木 そ主村間の部
の山

の の伐森伐と次治

ア

町
市
る
係

他と林にお

のの上）

木次字。

立る

択て 採 業、し の伐 森当

よを
に採 方 要伐伐 目の

す土こ
。る
るす

的件法

で

）分のが

。部砂と

る
限壊き

、に崩
るのる

林 採 整係り図課森 伐

の

す及びの の

備ると」及

在

画林るび松所 限

計森
では度。前

場島

め次の役

定、次町
り備

牧 標とおに

るのと
は置

島 伐り」え

郡 準お

の伐

村 齢す、い

牧 期と

目の

林択て 採 業 森、し
よを

所に採 方 要 の伐伐

土こ
。る
るす

在的件法

郡次のが

前。砂と

松林
のる

前図出き

松の流で

のし整係り図課 伐

町に

び の

森て備ると」及 採
るび当 限

林伐計森す及

をでは度。別

に採画林

つ

め次の役

いす定、次町
おに

はこるのと場

てる
主が準おり備

、と標と
期とは置

伐で伐り」え

別 伐

、る齢す、い

はき

採林
に
のつ

、字
は・

法て３
いの 方

の沢
木平
立茂

伐
採

・）備木 １。防立

をの

は
、

立

２該

の当

上の

以木

四 ２所

七

省て

い市

つる

にす

筆在

し覧

本 上。略縦

字 以る
も、に

目 の
のそ供

とのす
）林

る面。有

す図る国

書図

係の

関次

び。

。及

神す備木

字示防立

類に

分、

明部は

に当

。木 ・る立 先限該 地
）の

す

先在

地所

択立以る省て

上市

以る

はのし覧

伐木上。略縦

当のそ供

よ、も、に

に
立す図る

。該とのす

る
所び

の。及）

木る面。

禁１

市類

る書

す係

在関

止
い
つ

に
筆
。２
る上

す以

に

次村

て町

に
図

の
次
て

す

を示
示市

にる

図係

の

町

産限

水に

道分

海部

北

市

国る

先係

地に

筆村

２

水

係道

に海

村北

町を

有 限
に
分

部
す

示

市産

る



林

イ

町立次務

そ主村間木の部
の山

の伐森伐のと次治

採り図課

他と林に伐お

備るのと」及

のし整係

森て

北 海

６

ア
次字 定

安所立

保場指指

森丘 施の 予の緑

定木 林

の伐 定

業 森林 採 林に

道 公 報

林

アイ

立立次務

指
木木 主間の部 定

の山 施のの 伐伐と次治

係係り図課 伐伐 ににお

るると」及 採採 業

第

５

次務安所

林保場指
定 の部林

森の おの山定

と次治予

と」及林

り図課

号

イ

平町立

成木 村間
十の 森伐
三伐 林に

年
採 整係

十

林伐計森限す及び

備る

。子

に採画林度るび訓

つをでは並
にの町

いす定、び次府

こるの植と役

てるめ次

りに

、と標と栽お場

は

伐り方」備

主が準おの

置

にき期と法はえ

伐で

る期省い

係る齢す・、

伐木上。間略て

る立以

所い 方１ 要 のつ 目のの
図 、の は次 在的件法て
示 呂。砂伐に 常る土主

択部 訓流、す 郡）のは

町防にに 府の伐分 子出

す及び のの

る 字備よ限

木林るび寿 方限 要立森

件法のは度。都
と場

採次の役

伐、次町

止おり備

禁とおに

をの

、い

るとは置

すり」え

の目

。略縦

る省て

。す

牧在的

るび島所

す及び

。

る土

の役
次村

と場寿

。砂 都 おに
」え、崩

・ 郡 り備）の

寿

壊 都 は置

の 町 、い

上 磯 略縦備

以 字 省て防

の 二計森

月画林限

十では度

四定、

日

伐り
準お

標と
るの

め次

金

齢す
期と

曜

採はの及し縦

上。
以る

の樹そに

種、もび、覧
図す

定該と種の供

を当

及。

な木る面る

め立す

係

在関

。所び）

いの。

る

村北

町を

市類

る書

す

丘） 。 緑。

１
の

、に
し覧

す
示

に
図

の
次

及）
面。

図る
のす

そ供

谷 し覧

北
を
類
書
係
関
び

すに 島 そ供筆 町 、に３

面。い 丹 図るつ 古 の
及）て

図 係２の 関の次 び
北す 林 を示 有 類国に 書

日

道

に海

。
る
す

と
の

も
の

日

定の１２

市産

る水

係
路たのか平道路

道しそ

の線

法。関ら成路

係２

類名

昭図週年種

和面間

限
に

分
部

は、月

北 １２３４

道
海

路工工工

告 事事事

示 線の完

第

種 区了
の

事
産
水
道
海

名間類日

北

過を 海

疎次平 道

地の成 告 林

域と 示 次務

自お年 第 の部

立り と次治

促完月

道分 、 海部 ）

おの山

に 水
産・限

アイ

主主村間 定
立町立

指指
施のの 伐伐森伐

定木木

７

はと林に 定
予
林
安所
保場

年、一
海の道長

法北般日道上

建覧萩

第道縦和

律

設に原

路る 第

道す ）部供線 号

整。
及 １

課 第

備 条
号

別川川築成

本中中改平

町郡郡

道本本年

勇別別

進町町月

道西美

線足別

路勇蘭日

番 番

進了 号 り図課
及び別る

と」及特す日

。別置

るび穂措。

す
の役

次町法

おに成

と場平

り備

伐

、い律

は置法

」え年

る 採採 業、し整係 の伐
伐伐計森 目のの

択て備
では度

に採画林 方限 要

次

るす定、

的件法よを
と標と

土こるの

。るめ
と

流で伐り

のが準お

砂

の
林
森

のる齢す

出き期

穂い
郡つ

払に
勇筆

在
所

海 規

北 の

び 項 町次
別て

、

土北 り

蘭 よ

室 に

道 定

事 の

業知 路

現道 道

木海

地地

え を

備堀 域

に 区

所

かま 先先 地地 番番 ３１

て第

堀
事

知
道
海ら 北で

省
略縦

そ供第

、に）

し覧号

のす

項

及）１

面。第

図る条

る

類に

書定

係規

関の

び

も
はの

備木上。

防立以
。
木る

立す
該と
当の
、

豊図
字の

市
る
す

在
所

の

示
田に
す

に ・
分 ２

部 の
限

四のる

八

・） ２。

り

、 お

て達 と

い の

置 次

北る

をよ

也
達

決示
告也

村
町

産工

水の

道道

海町

市
る
係

に

１
の

３
上

以



１川先

目鵡地勇目鵡地

１川先払

平 番町ま郡番町ま

成 １松で鵡１松で

十 地風川地風

三 先町町先町

年 か３花か３

十 ら丁園ら丁

北 海

地勇目鵡地勇目鵡地勇

先払１川先払１川先払

ま郡番町ま郡番町ま郡

で鵡１松で鵡１大で鵡

先町町

川地風川地成川

か３花か１花

町先町町

園ら丁園ら丁園

花

道 公 報

道路道区勇目鵡

１２３
線の郡番町

路路払１川

域川地成

種区鵡１大

の

ら丁

花か１

町先町

類名
道千園

第

更の 北

道しそ日 海

たのか平 道

。関ら成

路 伊

告法 達

係２ 示 市

図週年 第昭 乾

面間 和 町

は、月

、一 号年

北般日 番

号

区乾

の市

路達

道区伊

３
域町

地
番

二 勇目町勇目

月 ３払 払

十 郡番丁郡番

四
日

後後

金

曜

払２３

町勇目町勇目町

３ ３払
前後

丁郡番丁郡番丁 番

鵡３払２

道歳町勇目

更の前

変後

線
川間丁郡

前別
敷
地
の

先第道縦 地律海の ７法

建覧 ま設に
路る 第

道す ）部供 号 で

整。
備 条

課 第

か
先

北 の

でび 項

ま及 １

間

ら

敷
地
の

員ら
か 幅

日

でらで

まかま
一に

まかまか
おの般おの

に

らでらでら

か

一 一に

幅

般おの般おの般

一に

北

員らで
かま

延 海
道
知
事
堀

長

規

複 道

般おの

国重一に

道 定

海
室 に

蘭 よ

土 り

に 区

所 の

業 路

現 道

木 、

長
延

い の

置 次

え を

備 域

間

の間
と区
等複
道
国重

る道る

け間国け
号

更の 北

道しそ日 海

、のか平 道

同関ら成

路
告法
条係２ 示

第図週年 第昭
２面間 和
項は、月

道る道

国け間国け間国

道る

号 号 号

け間

鷹
線東
栖
鷹

道
路道

区道る 等 達国

と 也

の間号
の 北

道そ日 海

路のか平

道

道

法関ら成

道

告

係２ 示 江

昭図週年 第

別和面間
は、月

道道

変示
告 り

、 お

て と
札三

成
平道道

路
線幌笠

年
の

月

北

道そ日 海

路のか 道

法関ら 告

係２ 示

昭図週 第

和面間
は、

の、一 号年

縦

律定海の

法規北般日

よ建覧

第に道
り設に

る 第
路道す ）道部供 号
の路
供整。

栖

開及 １
を課 第
用備 条

旭旭旭旭上上

名線
布
比

市郡郡

川川川川川川

供
東東東東比比 用

市市市
栖栖町町

鷹鷹鷹鷹布布

開栖栖

長年、一 号

道縦

律海の

沼法北般日

建覧

線第
設に

別道す ） 岩江江部供 号

沢市市路る 第 見別

整。
課 第 上江江備 条 市上上

及 ２ 志別別

項 文

夕栗
夕岩岩岩

名線線

張山 日

沢沢沢

張張見見見

供夕

上上

千若市市市 用
市市

文 開田２志志志

代菜上

３番文文

年、一 号

覧

第道縦

律海の

法北般
建
設に

路る 第道す ）部供 号
整。

始び 項 項及 ２課 第備 条

に
。道 定

る海 規
す北 の

現 道

木 、

土 り

走 よ

網

四 業 路

九

え を

備 域

に 区

所 の

線線線線

番 番４
地 地

号号号号１ 始

先先 か の

で ら

番番番番ま

北５
先先先先

区 海地地地地

らでらで

知かまかま

道

び

供平同同

堀
事間

２北 番の 町番
６規 地海

か旭 ４先に 先道 番地定
、土 先でり ら川 地まよ

路所 道業 の現 で次木 ま

３町町町

同え 供備 のに

番
号 始

地地２ 地先番番番 号地

ま先 かで先先地 の先ま

道ら 区 海らでか 北らか

のび

供平同同

堀
事間

知

り幌 よ札 に道 定海 規北
路所 道業 の現 次木 、土

と

い の

置 次

え 供備 のに

用成

変示
告 り

、 お

て

開
達始
の
也期

い を置 用

日

開て 始、 す告 る

用成

。示

開
達始
の
也期 す、 始て 開い を置 用

日 。示 る告



正間 北

平す３」 海

成る平のを 道

。成道 告

路道 年 示

北年の道 第

区訓 海
道月域子
の府 告 号

示日事津

北 海

路川ら先

道区中か地

３

頃郡

区豊川で

の郡中ま

別町
薄頃

町豊

域

道 公 報

更の１２ 北

道しそ日 海

、のか平道路 道

同関ら成路

路
告

の線

法
条係２ 示

第図週年種 第

類名

昭
２面間 和
項は、月

の、一 号年
規北般日道尾

第

路別１計

道区紋番字

３
区湧先地

の郡地呂

域別か
町ら
計別１

字紋番

号

路
道路

１２

平の線

成種
十類名
三
年
十

中線

第項別

道計

、に
道け

号国お

道等る

路と

のの

区重
の」

変間間

の区の

域複

薄

更

番別
地

別
更の前後

変後
間先番

敷
前

地

道縦豊

律定海の道田

法
よ建覧頃

第に
り設に停

路道す場 ）道部供車 号
の路る線 第
供整。

項
開及 １

を課 第
用備 条

湧先

呂郡地

す北 の
始び

別ま

地
町で 間

敷
前別

更の前後

変後
地

二道呂

月地

十若

四佐

日線

金

曜

び改

及欄に

の北北。

用道る

供道め
線

）知別

始道津

開海見
る

をけ

部堀お

一に

の事

次
の

の
員らでらで

かまかま 幅
延

に
。道 定

る海 規

国重
長

道

木海 、

土北 り

広 よ

帯
に 区

所事 の

業知 路

現道

い の

置 次

え を

備堀 域

の
員らでらで

かまかま 幅
延

国重
長

日

堀
事
知
道
海
北

よ達

う
改の

に也

の
１

３

の間
と区
等複
道

区地

２

者
表立

名住代位区

出埋

り

、 お

て達 と

氏
の区

願

免間１

変示
告也

北

公許そ、 海

有をの公平出 道

水受願衆成 告願

面け書の 示の 埋た及縦年 第年 立いび覧

法旨関に月月

２３４

の間
と区
等複
道

川川

の平河廃廃廃

そ

１
敷敷 川 関成
係

等等
敷 図年地地 川

面

也
達

は月がの 地

北

河条 海

川の 道

区規 告

域定 示

のに 第

廃よ
止り

次地線地地だの３

域点

、点
級 の点、点点線地
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５
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曜

、の

、、 丹、３８

３ 町

の積
事

区区計施丹 分８

域域行郡 の
の点地域丹

秒地の区積
町 方か点

大 向らか

字 方ら
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ののののの

点点点点地点点

地地地
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かかかかか点かか

点

ら方方
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向向方向向

方方方方方

角角角角向角角

向向向

角

角

度度度度度 度度

１７

分度
地地
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＝向方方
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３ 司、
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３
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４
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３
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５
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２ 点地番 地の
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点の北
緯 と地、 分分分
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点東 地の結ら 地地、 の
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分 秒秒秒秒秒 秒秒

方方 の秒のの のののの
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１２３４５
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北
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又
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開
行

馬－ 発

告

て

丁示い

３告お

南省に
事

目第

１

示 業 番

業更

北事変
のを

地号地

広う。
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３
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３
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９ 会
告、

示

帯さ

第、

広

っ 号
業海雪

営北氷
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１２２
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察 の結め成機

等

音 種しる

賃
楽 類よも年の
隊 うの

借
用 とと月貸
音 すし

行

響 る、日契

競 示

争
令 、

第

入 昭 、

札 道和 号に
年 オ参 警

ー令す
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平 申 う資中を企申

成 こ格小有業請

十 とを企す組し 請
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く織に 協 す

契すす 合 小

る関当 組 中

を法と と 業

約るる 」 企

事

て貸

れ賃
締律き い 等

で

とん

こ営

いを

な業

い

よ

た成に
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４
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。
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